
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

天竜厚生会 城北の家 
地域交流スペースをお貸しします！ 

【活用例】  

● 地域の皆様とのお茶会に（喫茶スペース・ミニキッチンあります！） 

● 絵画や写真等の個展に（壁面にピクチャーレール設置してあります！） 

● 各種打ち合わせや会合に（最大７０名程収容できる会議室がございます。ホワイ

トボード・プロジェクター・マイク等の簡易音響設備もございます！） 

開放的で広々としたスペース！！ 喫茶コーナにはミニキッチンも完備！！ 

壁面にはピクチャーレール設置！！ 

個展などの開催に最適！ 

【お問い合わせ】 社会福祉法人 天竜厚生会 天竜厚生会 城北の家   

担当：秋葉：岩崎：内山  TEL：053-412-0030 FAX：053-412-0035 



単位（円） 平成29年7月1日

会場名 利用団体
　　９：００～１７：００
　　　　1時間につき

　１７：００～２１：００
　　　　1時間につき

備　考

当事者団体等 ※１

地域活動団体 100 200 ※２
一般企業団体 1000 1200 ※３
当事者団体等 ※１

地域活動団体 100 200 ※２
一般企業団体 1000 1200 ※３
当事者団体等 ※１

地域活動団体 100 200 ※２
一般企業団体 500 1000 ※３
当事者団体等 ※１

地域活動団体 50 100 ※２
一般企業団体 100 200 ※３

当事者団体等 ※１

地域活動団体 100 200 ※２
一般企業団体 700 1000 ※３
当事者団体等 ※１

地域活動団体 100 200 ※２
一般企業団体 700 1000 ※３

音響設備等付帯設備使用料 無料
プロジェクター １回 1000 法人本部より借用時
コピー　 １枚 10
カラーコピー １枚 50

※１．

※２．

※３．

1 ご利用に当たっては原則として事前に『会場利用申込書』の提出が必要です。　
2 受け入れについては、浜松市協働センターの基準に準じます。
3 使用後は原状復帰をお願いしております。別紙『使用後チェックシート』でのご確認をお願いします。
4 精算は、原則として現金にてお願いします。

喫茶くすの木設備

地域活動団体とは、「地縁による団体その他のコミュニティ活動を通じて地域づくりに貢献している団体及
び、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目
的とするもの」とする。（例えば、ＮＰＯ法人など）

一般企業団体とは営利企業とする。（例えば、株式会社や個人商店など）

当事者団体（福祉に関する団体）・東上池川町自治会等に関しては基本的に無料。
但し、上記の場合であっても、城北の家を会場として、事業で行っている場合は有料とする。（その場合、
「一般企業団体」の料金を適用する。）また、無料の団体であっても、場合によっては、光熱水費実費相当
額のご負担をお願いすることもあります。

りいお
基本的に無料

その他

基本的に無料

ボランティア室
基本的に無料

ちゃるか
基本的に無料

天竜厚生会城北の家　　会場料金表

会議室
基本的に無料

地域交流ホール
基本的に無料
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